
2026年１月５日 

吸収合併に係る事後開示書面 

 

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 

代表取締役  鳥 越  慎 二 

 

当社は、吸収合併存続会社として、会社法第 801条及び会社法施行規則第 200条に基づき、

下記のとおり開示いたします。 

 

記 

 

１. 吸収合併が効力を生じた日 

2026年１月１日 

 

２. 吸収合併消滅会社における吸収合併の差止請求、反対株主の買取請求及び新株予約権

買取請求並びに債権者の異議に関する手続の経過 

（１） 吸収合併の差止請求 

消滅会社に対し、吸収合併の差止請求をした株主はありませんでした。 

（２） 反対株主の買取請求 

吸収合併消滅会社であるここむ株式会社は、当社の完全子会社であったため反対株

主の買取請求について該当はありません。 

（３） 新株予約権買取請求 

吸収合併消滅会社は、新株予約権を発行しておりません。 

（４） 債権者の異議 

吸収合併消滅会社に対し、異議を述べた債権者はありませんでした。なお、吸収合

併消滅会社は、2025年 11月 21日付で官報公告および電子公告を行いました。 

 

３. 吸収合併存続会社における吸収合併の差止請求、反対株主の買取請求及び債権者の異

議に関する手続の経過 

（１） 吸収合併の差止請求 

簡易合併のため、該当はありません。 

（２） 反対株主の買取請求 

簡易合併のため、該当はありません。 

 

（３） 債権者の異議 



吸収合併存続会社である当社に対し、異議を述べた債権者はありませんでした。な

お、当社は、2025年 11月 21日付で官報公告および電子公告を行いました。 

 

４. 吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に

関する事項 

当社は、本合併の効力発生日である 2026年１月１日をもって、吸収合併消滅会社であ

るここむ株式会社からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。 

 

５. 会社法第 782条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された

事項 

別紙のとおりであります。 

 

６. 吸収合併の変更の登記をした日 

2026年１月５日（予定） 

 

７. 上記のほか、吸収合併に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

以上 

 



2025年 11月 13日 

吸収合併に係る事前開示書面 

 

ここむ株式会社 

代表取締役   藤本 方久 

 

当社は、吸収合併消滅会社として、会社法第 782条及び会社法施行規則第 182条に基づき、

下記のとおり開示いたします。 

 

記 

 

１. 吸収合併契約 

別紙１のとおりです。 

 

２. 合併対価の定めの相当性に関する事項 

完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

 

３. 合併対価について参考となるべき事項 

完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

 

４. 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

当社は新株予約権を発行しておりません。 

 

５. 計算書類等に関する事項 

存続会社株式会社アドバンテッジリスクマネジメントの最終事業年度の計算書類等

（事業報告書及び監査報告書を含む。）は、別紙２のとおりです。 

なお、当社及び株式会社アドバンテッジリスクマネジメントともに、重要な後発事象は

生じておりません。 

 

６. 合併後の債務の履行の見込みに関する事項 

両者の財務状況からして、債務の履行に支障はないと見込んでおります。 

 

７. 事前開示日以降に上記事項に変更が生じたときは、当該事項 

変更が生じた場合は、ただちに開示します。 

 

以上 

（別紙）



吸収合併契約書 

 

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント（以下「甲」という。）とここむ株式会社（以

下「乙」という。）とは、甲および乙の合併（以下「本合併」という。）に関し、次のとおり

契約を締結する。 

 

第１条（本合併の方式） 

１ 甲および乙は合併して、甲は存続し、乙は解散するものとする。 

２ 甲および乙の商号および住所は、次のとおりとする。 

甲（吸収合併存続会社） 

商号 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 

住所 東京都目黒区上目黒二丁目１番１号 

乙（吸収合併消滅会社） 

商号 ここむ株式会社 

住所 大阪府大阪市中央区南新町二丁目２番１０号 

 

第２条（効力発生日） 

 本合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、２０２６年１月１

日とする。ただし、合併手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議の上、これを

変更することができる。 

 

第３条（株式等の割当て） 

 甲は、乙の発行済み株式の全部を所有しているため、合併に際して株式の割当てその

他一切の対価の交付を行わないものとする。 

 

第４条（増加する資本金および準備金の額等） 

 本合併により、甲の資本金および準備金の額等は増加しないものとする。 

 

第５条（権利義務の承継） 

１ 乙は、２０２５年３月３１日現在の乙の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎と

し、これに効力発生日までの増減を加除した資産、負債その他の権利義務の全部を効

力発生日において甲に引き継ぐものとする。 

２ 乙は、２０２５年４月１日から効力発生日までの間の資産および負債の変動につき、

別に計算書を作成し、その内容を明確にするものとする。 

 

別紙１ 吸収合併契約書



第６条（善管注意義務） 

 甲および乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良な管理者の注意をも

って業務の執行および財産の管理運営を行うものとし、その財産および権利義務に

重要な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議の上、これを行うものとす

る。 

 

第７条（従業員の引継ぎ） 

 甲は、効力発生日をもって、乙の従業員全員を甲の従業員として引き継ぐものとする。 

 

第８条（解散費用） 

 効力発生日以降において、乙の解散に必要な費用は、すべて甲の負担とする。 

 

第９条（合併条件の変更等） 

 本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、甲

または乙の資産または経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議の上、合併条

件の変更または本契約の解除をすることができるものとする。 

 

第１０条（本契約の効力） 

 本契約は、甲および乙の株主総会の承認が得られなかったときは、その効力を失うも

のとする。ただし、会社法第７８４条第１項または会社法第７９６条第２項の規定に

より株主総会の承認が不要な場合は、この限りでない。 

 

第１１条（合意管轄裁判所） 

 甲および乙は、本契約に関して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

第１２条（準拠法） 

 本契約は、日本国の法令に準拠する。 

 

第１３条（協議） 

 甲および乙は、本契約に定めのない事項または本契約の解釈につき疑義が生じたと

きは、その都度甲乙協議のうえこれを解決するものとする。 

 

以上、本契約の成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、それぞれ別途合意した方法

により電子署名を行った上、当該電磁的記録を双方保有する｡なお、この場合、本契約にお

ける原本は双方の電子署名がなされた電磁的記録とし、当該電磁的記録を印刷した書面は



その写しとする。 

 

２０２５年１１月１３日 

 

甲 東京都目黒区上目黒二丁目１番１号 

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 

代表取締役  鳥 越  慎 二 

 

乙 大阪府大阪市中央区南新町二丁目２番１０号 

ここむ株式会社 

代表取締役  藤 本  方 久 

 



( 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで )
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及びその成果
当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善、インバウンド需要や企業の

設備投資増加などを背景に、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、物価上昇の継続
や米国通商政策の動向など、依然として先行き不透明な状態が続いております。

このような経済環境の下、当社グループは、「企業に未来基準の元気を！」をコーポレート
メッセージに掲げ、「安心して働ける環境」と企業の「活力ある個と組織」の創出をミッショ
ンとし、ウェルビーイング関連領域（＊）における事業活動を展開してまいりました。2024
年５月に「中期経営計画2026」(2024年度～2026年度)を策定し、“効果につながるプラット
フォームとソリューションをより多くの企業に提供し、ウェルビーイング領域における圧倒的
地位を目指す”ことを骨子に、実効性のある豊富で質の高いサービスをワンストップで提供す
ることにより、顧客企業の真のパートナーとしてウェルビーイング経営を支援することを基本
方針としております。具体的には、(1) 「アドバンテッジ ウェルビーイング ＤＸＰ」（＊
＊）を基軸とした総合販売の継続と進展、(2) 既存事業のオーガニックグロース強化、(3) 飛
躍的成長のための新たな取り組みの推進、(4) チャネル販売の推進、(5) システム・業務改革
の推進および収益性の向上を重点テーマとして各種施策を推進いたしました。

当連結会計年度におきましては、「アドバンテッジ ウェルビーイング ＤＸＰ」を軸に、複
数サービスの総合提案による新規顧客の獲得と、ウェルビーイング関連領域における企業課題
に即した様々なソリューションの提案活動を行ってまいりました。加えて、オンライン医療相
談や産業医紹介サービス等の企業の産業保健の支援を主力事業としてクラウド型健康管理サー
ビス「first call」を提供する株式会社Mediplatと、特定保健指導サービスを展開する株式会
社フィッツプラスの全事業を、2024年9月30日を効力発生日として当社設立の連結子会社が
吸収分割により承継し、2024年10月より連結業績へ寄与しております。

（＊）当社事業における心身の健康、従業員の成長、リスクの予防と発生時の支援、
         両立支援、福利厚生、余暇支援、会社との一体感醸成等の業務領域
（＊＊）ストレスチェック義務化対応プログラム「アドバンテッジ タフネス」による調査

別紙２存続会社の最終事業年度に係る計算書類等



            結果や健康診断結果など心身の健康データや、勤怠・休業等の人事労務情報を集約
            し、ダッシュボードでの見える化、データ分析、課題抽出、効果的なソリューショ
            ンの提案を行うデータマネジメントプラットフォーム

当連結会計年度の売上高につきましては、メンタリティマネジメント事業及び就業障がい者
支援事業が堅調に推移し、増収となりました。費用面につきましては、従業員の賃金アップに
伴う人件費の増加や、成長戦略に基づくシステム投資によりソフトウェア償却費が増加するな
ど経費負担が増加いたしましたが、売上高が伸長したことにより増益となりました。また、
2024年10月から、株式会社Mediplatおよび株式会社フィッツプラスの業績が連結業績に寄与
いたしております。

その結果、当連結会計年度の売上高は8,554百万円（前期比22.2％増）、営業利益は1,022
百万円（前期比40.9％増）、経常利益は1,023百万円（前期比38.8％増）、親会社株主に帰属
する当期純利益は744百万円（前期比47.2％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は以下のとおりです。

（メンタリティマネジメント事業）
当事業におきましては、ストレスチェックやエンゲージメントサーベイを起点に組織改善ま

でを担うワンストップサービス「アドバンテッジ タフネス」の新規顧客の獲得に注力いたし
ました。また、組織改善のＰＤＣＡを加速するパルスサーベイシステム「アドバンテッジｐｄ
Ｃａ(ピディカ)」の導入などエンゲージメント領域の拡大や顧客企業の課題解決ニーズに対応
した効果につながる様々なソリューションの提案活動を推進いたしました。

当連結会計年度の売上高につきましては、「アドバンテッジ タフネス」の販売価格改定の
効果やソリューション売上の好調、さらに株式会社Mediplatおよび株式会社フィッツプラス
の寄与もあり、大幅な増収となりました。費用面につきましては、人件費やシステム投資に伴
う償却費負担の増加により経費負担が増加いたしましたが売上が伸長したことにより増益とな
りました。

これらの結果、メンタリティマネジメント事業の売上高は6,500百万円（前期比27.9％
増）、セグメント利益は1,075百万円（前期比55.0％増）となりました。



事 業 の 名 称 前連結会計年度 当連結会計年度 前 期 比
メンタリティマネジメント事業 5,081百万円 6,500百万円 +27.9％
就 業 障 が い 者 支 援 事 業 1,581百万円 1,726百万円 +9.2％
リ ス ク フ ァ イ ナ ン シ ン グ 事 業 335百万円 326百万円 △2.6％

合　　　　　　計 6,998百万円 8,554百万円 +22.2％

（就業障がい者支援事業）
当事業におきましては、新たな連携先との関係構築及び既存連携先との関係深化によるＧＬ

ＴＤ （Group LongTerm Disability：団体長期障害所得補償保険）の新規顧客開拓に取り組
みました。また、会社と傷病休のほか産休・育休・介護休業等により休業中の従業員を繋ぎ、
人事部門の負担とリスクの軽減と休業者の復職や仕事の両立をサポートする休業者管理支援ク
ラウドサービス「ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ ＨＡＲＭＯＮＹ(アドバンテッジハーモニー)」の営業活
動を推進いたしました。

当連結会計年度の売上高につきましては、ＧＬＴＤ販売および「ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ ＨＡ
ＲＭＯＮＹ (アドバンテッジハーモニー)」の新規契約が堅調に推移し増収となりました。費用
面につきましては、システム関連など経費負担が増加いたしましたが、売上高が伸長し、増益
となりました。

これらの結果、就業障がい者支援事業の売上高は1,726百万円（前期比9.2％増）、セグメン
ト利益は503百万円（前期比7.4％増）となりました。

（リスクファイナンシング事業）
主に企業等に勤務する個人を対象として保険商品を販売している当事業におきましては、当

連結会計年度の売上高は前期比で減収となりました。費用面につきましては、効率的なオペレ
ーション業務体制の維持によりコスト抑制に努めました。

これらの結果、リスクファイナンシング事業の売上高は326百万円（前期比2.6％減）、セ
グメント利益は232百万円（前期比9.7％減）となりました。

セグメント毎の売上高につきましては、次のとおりであります。



②　設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は794百万円で、そ

の主なものは、ソフトウエアを中心としたメンタリティマネジメント事業及び就業障がい者支
援事業への投資です。

③　資金調達の状況
当連結会計年度において、当社は銀行からの借入れにより1,800百万円の資金調達を行いま

した。これは2024年９月30日付で実施した吸収分割の対価の交付を目的とするものです。

④　重要な組織再編等の状況
１）当社が2024年７月31日付で設立した連結子会社である株式会社アドバンテッジメディ

カル（現商号：株式会社Mediplat）及び株式会社アドバンテッジヘルスケア（現商
号：株式会社フィッツプラス）は、2024年９月30日付でメドピア株式会社の連結子会
社である株式会社Mediplat及び株式会社フィッツプラスの全事業を吸収分割により承
継いたしました。

２）当社は、2025年１月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により当社の連結子会社
であるResily株式会社の権利義務を承継いたしました。



区 分 第 24 期
(2022年３月期)

第 25 期
(2023年３月期)

第 26 期
(2024年３月期)

第 27 期
(当連結会計年度)
(2025年３月期)

売 上 高 (百万円) 5,792 6,405 6,998 8,554
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (百万円) 201 377 505 744
１株当たり当期純利益 (円) 12.07 22.64 30.30 46.13
総 資 産 額 (百万円) 5,678 5,960 6,545 8,724
純 資 産 額 (百万円) 3,425 3,639 3,980 3,959
１株当たり純資産額 (円) 202.42 215.14 235.44 249.02

5,792

第24期
（2022年３月期）

6,405

第25期
（2023年３月期）

6,998

第26期
（2024年３月期）

8,554

第27期
（2025年３月期）

（単位：百万円）売上高

201

第24期
（2022年３月期）

377

第25期
（2023年３月期）

505

第26期
（2024年３月期）

744

第27期
（2025年３月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

12.07

第24期
（2022年３月期）

22.64

第25期
（2023年３月期）

30.30

第26期
（2024年３月期）

46.13

第27期
（2025年３月期）

（単位：円）1株当たり当期純利益

5,678

第24期
（2022年３月期）

5,960

第25期
（2023年３月期）

6,545

第26期
（2024年３月期）

8,724

第27期
（2025年３月期）

総資産額 （単位：百万円）

3,425

第24期
（2022年３月期）

3,639

第25期
（2023年３月期）

3,980

第26期
（2024年３月期）

3,959

第27期
（2025年３月期）

（単位：百万円）純資産額

202.42

第24期
（2022年３月期）

215.14

第25期
（2023年３月期）

235.44

第26期
（2024年３月期）

249.02

第27期
（2025年３月期）

（単位：円）1株当たり純資産額

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況



区 分 第 24 期
(2022年３月期)

第 25 期
(2023年３月期)

第 26 期
(2024年３月期)

第 27 期
(当事業年度)

(2025年３月期)
売 上 高 (百万円) 5,807 6,421 6,916 7,474
当 期 純 利 益 (百万円) 191 380 535 661
１株当たり当期純利益 (円) 11.44 22.84 32.09 41.02
総 資 産 額 (百万円) 5,637 5,922 6,337 8,342
純 資 産 額 (百万円) 3,380 3,597 3,968 3,865
１株当たり純資産額 (円) 199.72 212.63 234.73 243.01

会 社 名 資 本 金 当社の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 Ａ Ｒ Ｍ 総 合 研 究 所 10百万円 100.0% メンタルヘルス領域の調査・研究
こ こ む 株 式 会 社 17百万円 100.0% ストレスチェックサービスの提供
株 式 会 社 M e d i p l a t 10百万円 100.0% クラウド型健康管理サービス

「first call」の運営

株 式 会 社 フ ィ ッ ツ プ ラ ス 10百万円 100.0%
特定保健指導サービスの提供、
食生活コーディネートサービスの
提供及びメディアサービスの運営

②　当社の財産及び損益の状況

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

該当事項はありません。

②　重要な子会社

（注）１. 当社が2024年７月31日付で設立した連結子会社である株式会社アドバンテッジメディカル（現商
号：株式会社Mediplat）及び株式会社アドバンテッジヘルスケア（現商号：株式会社フィッツプラ
ス）は、2024年９月30日付でメドピア株式会社の連結子会社である株式会社Mediplat及び株式会社
フィッツプラスの全事業を吸収分割により承継いたしました。

２. 当社は、2025年１月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により当社の連結子会社であるResily
株式会社の権利義務を承継いたしました。



⑷　対処すべき課題
①　全社

当社グループは、「企業に未来基準の元気を！」というコーポレートメッセージの下、人々
が「安心して働ける環境」と企業の「活力ある個と組織」をみなさまと共に創り出すことをミ
ッションとしております。

少子高齢化による労働人口の減少やコロナ禍による働き方の多様化など、組織と個人を取り
巻く環境が大きく変化しており、従業員一人ひとりが仕事に“やりがい”を感じ、個人の持てる
能力を最大限に発揮しながら心身ともに健康でいられること、それによって企業の生産性が向
上し、組織が活性化していくことが重要だと考えております。

このような環境下において、競合他社の商品やサービスとの差別化を図り、顧客企業の皆様
に対して、生産性の向上を通じた企業価値の向上と、企業で働く従業員の真のウェルビーイン
グ*の実現を支援することで、優位性を確保していくことが重要な課題と考えております。こ
の課題に対応するため、SaaS型クラウドサービス「アドバンテッジ ウェルビーイング ＤＸ
Ｐ」を軸に、ウェルビーイング関連の事業領域における課題解決ニーズに対応した様々なソリ
ューションをより多くの企業に提供することで、ウェルビーイング領域における圧倒的地位を
目指してまいります。

*当社の考えるウェルビーイングとは：肉体的にも、精神的にも、そして社会的にもすべて
 が満たされた状態

②　事業別
＜メンタリティマネジメント事業＞

主にメンタル不調者の発生予防や高ストレス者に向けたメンタルヘルスケアといったダウン
サイドのアプローチから、組織や個人へのエンゲージメント向上施策といったポジティブサイ
ドのアプローチまで、メンタルヘルス・エンゲージメントにまつわるサービスを扱う事業とし
て推進しております。競合企業が増加する中、市場のニーズに対応した新商品を適時に投入
し、競合他社との差別性を確保しつつ、シェアを拡大していくことが重要な課題と考えており
ます。
１）企業のストレスチェック義務化への対応

法制化にフルラインアップで対応する「アドバンテッジタフネスシリーズ」の安定的運用
を図るとともに、顧客要望等を踏まえたうえで、提供するサービスのクオリティ向上に取り
組んでまいります。



２）大企業マーケットの顧客基盤拡大
一定の規模以上の顧客に対して、外部チャネルの積極的な活用やセミナーの開催を始めと

したマーケティング活動等の様々な手段により継続的にアプローチを行い、積極的な営業展
開を図ってまいります。

３）効率的なオペレーション体制の構築
導入企業数、対象従業員数の拡大に伴う課題として、業界トップレベルの品質である商

品・サービスを安定供給するためにも、オペレーション体制のさらなる効率化に取り組んで
まいります。

４）人事課題解決型プラットフォームの構築
従業員の心身の健康状態や人事労務情報についての各種ビッグデータを分析し、分析結果

に基づいて組織・従業員個人のパフォーマンス向上を図ることにより企業の健康経営を実現
する人事課題解決型「アドバンテッジ ウェルビーイング ＤＸＰ」の構築・提供を進めてま
いります。

＜就業障がい者支援事業＞
競合他社との差別化を意識した商品開発および代理店業務としての品質改善を継続的に行っ

ておりますが、競争が激しくなる市場において、優位性を確保しつつシェアを拡大していくこ
とが重要な課題と考えております。
１）新規顧客の獲得の強化

ＧＬＴＤ（Group Long Term Disability：団体長期障害所得補償保険）に注力している
パートナー企業との連携や積極的なマーケティング活動等、様々な手段によりアプローチを
行います。第４類団体（共通目的を持つ者により組織される会員団体）への本格展開等、よ
り一層の新規顧客の獲得活動に取り組んでまいります。

２）新たな優位性の確立
ＧＬＴＤの普及が進むことによって、これまでの実績や知見・ノウハウ面での優位性が相

対的に低下していくことが考えられるため、新たな優位性の確立に取り組んでまいります。
３）休業者管理支援システムの新規顧客開拓

ＧＬＴＤの付帯サービスとして提供していた休業者管理業務支援システムを改良、刷新
し、会社と休業中の従業員を繋ぐクラウドサービスとして商品化した休業者管理支援システ
ム「ADVANTAGE HARMONY（アドバンテッジ ハーモニー）」の利用顧客拡大が重要
な課題と考えております。



＜リスクファイナンシング事業＞
当該事業は、成熟したマーケットを対象としております。また、当事業では職域等のチャネ

ルを通じて主に個人に対してサービス提供も行っており、適切な募集体制の構築に取り組むこ
とや提供するサービス及びオペレーション体制を適宜見直すこと等により、効率的な業務運営
を行うことが重要な課題と考えております。

③　サステナビリティ
当社グループにとってのサステナビリティとは、「従業員のウェルビーイング実現に取り組

む企業への総合的な支援」を事業として推進することにより、多様な社会課題の解決に貢献す
ることであり、当社グループの持続的な成長が、顧客企業の企業価値向上や、社会全体の持続
的な発展につながる世界を目指しています。

当社事業においては、人的資本が様々な資本の価値創造の源泉であることから、従業員のウ
ェルビーイング向上や健康経営の更なる推進、多様な人材がエンゲージメント高く活躍できる
環境整備等、人的資本に関する継続的な投資を通じて、サステナビリティを実践してまいりま
す。

＜人的資本経営＞
当社グループは「企業の元気を創り出す」をビジョンに掲げ、当社グループ自身もビジョン

の体現を目指して事業運営しています。多様な従業員が当社に集い、それぞれの強みを生かし
てエンゲージメントおよび生産性高くビジョンに挑み、イノベーションを起こして世の中を変
えること、その達成感を全員で味わい、事業も成長すること、そのようなスパイラルの持続を
目指しています。

その実現のために「人材こそが最も重要な経営資源」と捉え、サステナビリティの実践に向
けて、従業員の成長と活躍の基盤となる環境整備に積極的に投資しております。
１）人材育成

・従業員のセルフプロデュース支援の強化
２）社内環境整備

・ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（ＤＥ＆Ｉ）の推進
・健康経営の推進



＜知的財産への投資＞
当社では、当社の付加価値をDXによってより広い顧客層に容易かつ安価に提供することに

よって、企業価値の向上、従業員のウェルビーイングに貢献することを、DXMissionとして
おります。また、市場、顧客、競合の変化に迅速に対応できるように開発の内製化を進めてお
ります。開発経験と知識が豊富な中堅エンジニアだけでなく、若手エンジニアを併せて配置す
ることで、ナレッジを蓄積し中期視点での開発力の強化などに取組んでいます。

事 業 内 容 主 要 商 品 ・ サ ー ビ ス

メ ン タ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 事 業
企業向けメンタルヘルス対策プログラムの提案・運用、ＥＱ（感
情知能）理論を基にした検査、研修プログラムの提案・運用、産
業医保健師サービス、健康経営推進支援

就 業 障 が い 者 支 援 事 業 ＧＬＴＤの代理店業、就業障がい者復職支援、休業者管理支援シ
ステムの提供

リ ス ク フ ァ イ ナ ン シ ン グ 事 業 個人・法人向け損害保険、生命保険の代理店業

⑸　主要な事業内容（2025年３月31日現在）

⑹　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。



会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員 鳥 越 慎 二 内部監査部、健康管理

部管掌

株式会社ＡＲＭ総合研究所代表
取締役社長
株式会社Mediplat取締役
株式会社フィッツプラス取締役

取 締 役
上 席 執 行 役 員 住 田 健 介 メンタリティマネジメ

ント事業部門管掌 ―

取 締 役
上 席 執 行 役 員 江 原  徹

エンタープライズ事業
部門、LTD・両立支援
事業部門管掌
（兼）リスクファイナ
ンシング本部ディビジ
ョンマネジャー

―

取 締 役
上 席 執 行 役 員 天 田 貴 之

コーポレート部門管掌
（兼）経営管理本部デ
ィビジョンマネジャー

ここむ株式会社取締役
株式会社Mediplat取締役
株式会社フィッツプラス取締役

取 締 役 岩 佐 朱 美 ― ―

取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 松 田 竹 生 ― 株式会社Mediplat監査役

株式会社フィッツプラス監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 寺 　 原 　 真 希 子 ―

弁護士法人東京表参道法律会計
事務所共同代表
日本フェィウィック株式会社社
外取締役
イオンリート投資法人監督役員
株式会社高島屋社外監査役
株式会社ニッスイ社外監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 須 田 宏 一 ― ―

２．会社の現況
⑴　会社役員の状況

①　取締役の状況（2025年３月31日現在）

（注）１. 取締役岩佐朱美氏並びに取締役（監査等委員）松田竹生氏、寺原真希子氏及び須田宏一氏は、社外取
締役であります。

２. 取締役（常勤監査等委員）松田竹生氏は、監査法人での勤務及び複数企業におけるCFOの経験を通
じて企業財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

３. 取締役（監査等委員）寺原真希子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当
程度の知見を有しております。

４. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、情報収集の充実及び内部監査部門等との十分な連携
を通じて監査の実効性を高めるため、松田竹生氏を常勤の監査等委員として選定しております。

５. 当社は、取締役岩佐朱美氏並びに取締役（監査等委員）松田竹生氏、寺原真希子氏及び須田宏一氏を



会社における地位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役
上 席 執 行 役 員 住 田 健 介

アカウントセールス事業
部門、メンタリティマネ
ジメント事業部門管掌

ここむ株式会社取締役

取 締 役 江 原  徹 EB・BPO営業推進部顧
問 ―

取 締 役
上 席 執 行 役 員 天 田 貴 之 コーポレート部門管掌

（兼）人事本部長
株式会社Mediplat取締役
株式会社フィッツプラス取締役

氏 名 退任日 退 任 事 由 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

堀 越  直 2024年６月25日 任期満了 社外取締役（常勤監査等委員）

株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６. 2025年４月１日以降の取締役の地位及び担当並びに重要な兼職の状況の変更は、以下のとおりで

す。

７. 当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており
ます。社外取締役以外の取締役４名は執行役員を兼務しております。また、取締役を兼務している執
行役員以外の執行役員は５名おり、坂本要、鶴純也、吾郷真治、平居秀朗及び藤本方久の各氏で構成
されております。なお、2025年３月31日付で吾郷真治、平居秀朗及び藤本方久の各氏は執行役員を
退任し、2025年4月１日付で新たに藤原靖、菊田卓、大喜多聡子及び金刺大介の各氏が執行役員とな
りましたので、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は６名となりました。

８. 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2024年６月25日開催の
第26回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役として紅林優光氏（紅林公認会計士事務
所代表）が選任されております。

②　事業年度中に退任した取締役

③　責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額

としております。



④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に
被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補する
こととしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じ
た損害は填補されないなど、一定の免責事由があり、また、填補する額について限度額を設け
ることにより、当該被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講
じております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び監査
役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

⑤　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2022年６月28日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として独立社外取

締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を新設し、取締役の指名・報酬等に関する手
続きの公正性・透明性・客観性の強化を図るとともに、取締役の個人別の報酬等の内容の決定
に関する方針を決議し、2023年６月28日開催の取締役会において改定しております。

また、取締役会は、当期における取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方
法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの
答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりであります。

１）基本方針
イ．当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決定された取

締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額の範囲内において、取締役(監
査等委員である取締役を除く。)報酬規程(以下、「内規」という。)に従って役位等に
より年間報酬の範囲を定める。業務を執行する取締役（以下「執行取締役」とい
う。）の報酬は、月額報酬、基本賞与、業績賞与および譲渡制限付株式報酬に関する
指名報酬委員会への諮問を経て、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。社外
取締役の報酬は、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。

ロ．監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決定された監査等委員である取締役の
報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員)報酬規程に従って役位等により



年間報酬の範囲を定め、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ハ．社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、独立した立場で当社経営に対す

る監督および助言を行うという職務に鑑み、月額報酬のみとする。
２）基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又

は条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は月額報酬とし、執行取締役については、業界あるいは同規模

の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲、過去３年の実績および会社の過去３年
の実績（計画比及び成長率等）を考慮して決定する。社外取締役および監査等委員である
取締役については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲
を考慮して決定する。

３）業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期
又は条件の決定に関する方針並びに個人別の報酬等に対する金銭報酬・業績連動報酬の割
合の決定方針を含む。）
イ．業績連動報酬等は、基本賞与及び業績賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
ロ．基本賞与は、月額報酬の3.4か月を基準として０～６か月相当の範囲内とし、内規に

基づき、KPI及び定性的目標の達成度、及び中長期的な企業価値向上への貢献度に基
づいて算出し決定するものとする。

ハ．業績賞与は、月額報酬の１か月を基準として０～２か月相当の範囲内とし、内規に基
づき、KPIの達成度に基づいて算定し決定するものとする。

４）非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又
は条件の決定に関する方針を含む。）
イ．非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、毎年一定の時期に付与する。
ロ. 譲渡制限付株式報酬は、月額報酬及び基本賞与基準額(月額報酬の3.4か月)の年総額の

０～20％の範囲内とし、内規に基づき、各取締役（監査等委員である取締役及び社
外取締役を除く。）の職務範囲及び中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算
出し決定する。

ハ. 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より3年間から30年
間の間で取締役会が予め定める期間とする。



区分 報酬区分 株主総会の
決議年月日 決議の内容

当該株主総会
終結時点の
対象となる

取締役の員数

取締役

基本報酬

2022 年 ６ 月
28日開催の第
24回定時株主
総会

年額250百万円以内（うち社外取締役年額
50百万円以内。ただし、使用人兼務取締
役の使用人分給与は含まない。）

５名
(うち社外取締
役１名)

譲渡制限付
株式報酬

取締役（監査等委員である取締役及び社外
取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株
式付与のために支給する金銭報酬債権の額
は、左記株主総会において決議された報酬
等の枠内で年額40百万円以内（ただし、
使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
い。）とし、各事業年度において割り当て
る譲渡制限付株式の数の上限は20,000株
とする。

４名

取締役
(監査等委員) 基本報酬 年額50百万円以内 ３名

区　　分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
取締役の員数

（名）基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
（うち社外取締役）

107
(５)

79
(５)

23
(－)

４
(－)

５
(１)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

19
(19)

19
(19)

－
(－)

－
(－)

４
(４)

合　　　計
（うち社外取締役）

126
(24)

98
(24)

23
(－)

４
(－)

９
(５)

⑥　取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

⑦　取締役の報酬等の総額
当期における報酬等の総額

（注）１. 上記には、2024年６月25日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役（監査
等委員）１名を含めています。

２. 非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬であり、その算出方法は「４）非金銭報酬等の内容及び額
又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含
む。）」のとおりであります。

３. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めていません。



地 位 氏 名 重要な兼職の状況 当社との関係
取 締 役
（常勤監査等委員） 松 田 竹 生 株式会社Mediplat監査役

株式会社フィッツプラス監査役 特別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 寺 原 真 希 子

弁護士法人東京表参道法律会計事務所共同代表
日本フェィウィック株式会社社外取締役
イオンリート投資法人監督役員
株式会社高島屋社外監査役
株式会社ニッスイ社外監査役

特別の関係はありません。

区 分 氏 名 取締役会
出席状況

監査等委員会
出席状況

発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 岩 佐 朱 美 14/14回
(100％) ―

主に長年にわたるソフトウェア製品の法人営業やマーケ
ティングに関する経験・見識を活かし、取締役会におい
ては、当該視点から積極的に意見を述べており、特にデ
ジタル領域において専門的な立場から監督・助言を行う
等、意思決定の妥当性・適正を確保するための適切な役
割を果たしております。

取 締 役
（常勤監査等委員） 松 田 竹 生 10/10回

(100％)
７/７回
(100％)

主に企業財務・会計に関する豊富な経験・見識を活か
し、取締役会においては、当該視点から積極的に意見を
述べており、意思決定の妥当性・適正を確保するための
適切な役割を果たしております。また、経営陣から独立
した客観的かつ公正な立場で当社経営の透明性・公正性
の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化に重要な役
割を果たすことで、取締役の職務の執行に関する監査・
監督機能を担っております。

４. 持続的な企業価値の向上を実現するため、業績連動報酬等にかかる業績指標は、主に、基本賞与につ
いては、期初設定の売上高及び営業利益の達成度並びに前期からの売上高、営業利益及び１株当たり
当期純利益の成長率、業績賞与については、期初設定の売上高、営業利益の達成度で構成されており
ます。なお、売上高は達成度113.1％前期比22.2％増、営業利益は達成度116.2％前期比40.9％増、
１株当たり当期純利益は前期比52.2％増となりました。

⑧　社外役員に関する事項
１）他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人との関係

２）当期における主な活動状況



区 分 氏 名 取締役会
出席状況

監査等委員会
出席状況

発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員） 寺原　真希子 13/14回

(93％)
10/10回
(100％)

主に弁護士としての専門的経験を活かし、取締役会にお
いては、特にリスクマネジメント及びダイバーシティに
ついて意見を述べており、専門的な立場から監督・助言
を行う等、意思決定の妥当性・適正を確保するための適
切な役割を果たしております。また、経営陣から独立し
た客観的かつ公正な立場で当社経営の透明性・公正性の
確保及びコーポレート・ガバナンスの強化に重要な役割
を果たすことで、取締役の職務の執行に関する監査・監
督機能を担っております。

取 締 役
（監査等委員） 須 田 宏 一 14/14回

(100％)
10/10回
(100％)

主に長年にわたる大手通信事業者におけるソフトウェア
開発に関する経験・見識を活かし、取締役会において
は、当該視点から意見を述べており、専門的な立場から
監督・助言を行う等、意思決定の妥当性・適正を確保す
るための適切な役割を果たしております。また、経営陣
から独立した客観的かつ公正な立場で当社経営の透明
性・公正性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化
に重要な役割を果たすことで、取締役の職務の執行に関
する監査・監督機能を担っております。

（注）１. 松田竹生氏の取締役会及び監査等委員会出席回数は、2024年６月25日の就任以降に開催された取締
役会及び監査等委員会のみを対象としております。

２. 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条第２項の規定に基づき、取締
役会決議があったものとみなす書面決議が６回ありました。

⑵　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要

事項の一つとして位置付けております。このような観点から、当社を取り巻く経営環境や以下の
配当方針によって剰余金の配当等を決定することとしております。
　配当につきましては、各期の業績、財務状況、今後の事業展開等を総合的に勘案したうえで、
株主の皆様への利益還元を高めるため、連結配当性向35%以上を念頭に安定した配当を継続的に
実施することを基本方針としております。

内部留保資金につきましては、財務体質の強化、今後成長が見込める事業分野への投資、設備
投資、研究開発などに活用してまいります。

また、自己株式の取得につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行す
るために、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。

当期の期末配当につきましては、安定的な利益配当の実施という基本方針等を踏まえつつ、業
績及び資金の状況を勘案し総合的に判断した結果、１株につき金16円とさせていただきたいと
存じます。



当 社
本社　　　：東京都目黒区
大阪支店　：大阪市北区
名古屋支店：名古屋市中区

株 式 会 社 Ａ Ｒ Ｍ 総 合 研 究 所 本社　　　：東京都目黒区
こ こ む 株 式 会 社 本社　　　：大阪市中央区
株 式 会 社 M e d i p l a t 本社　　　：東京都中央区
株 式 会 社 フ ィ ッ ツ プ ラ ス 本社　　　：東京都中央区

１．企業集団の現況
⑴　主要な営業所（2025年３月31日現在）

事 業 内 容 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
メンタリティマネジメント事業 296 (104)名 67名増（76名増）
就 業 障 が い 者 支 援 事 業 74 (18)名 － （４名減）
リスクファイナンシング事業 ８ (３)名 １名減 （１名減）
全 　 　 　 社 （ 共 　 　 　 通 ） 141 (15)名 14名増 （１名増）

合　　　　　　　　　　　計 519 (140)名 80名増（72名増）

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
433 (58)名 14名増（３名減） 40.0歳 6.4年

⑵　使用人の状況（2025年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は、連結会社外から当連結会社への出向者を含んでおります。
２. 使用人数は、就業員数であり、パート及び人材会社からの派遣社員は、（　）内に年間の平均人員を

外数で記載しております。
３. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属し

ているものであります。
４. 使用人数が、前連結会計年度末と比べて80名増加しておりますが、主な理由は、2024年９月30日付

でメドピア株式会社の連結子会社である株式会社Mediplat及び株式会社フィッツプラスの全事業を
吸収分割により承継したこと、業容拡大に伴う中途採用および新卒採用等によるものであります。

②　当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。
２. 使用人数は、就業員数であり、パート及び人材会社からの派遣社員は、（　）内に年間の平均人員を

外数で記載しております。



借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 893百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 606百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 328百万円
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 100百万円
株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 20百万円
大 阪 信 用 金 庫 19百万円

⑶　主要な借入先及び借入額（2025年３月31日現在）



①　発行可能株式総数 36,500,000株

②　発行済株式の総数 16,280,200株（自己株式275,154株を含む）
（注） 2025年１月31日付で実施した自己株式の消却により、発行済株式総数が前期末と比べて

1,000,000株減少しております。

③　株主数 3,381名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
鳥 越 慎 二 4,115,000株 25.71％
笹 沼 泰 助 2,685,700株 16.78％
S I X  S I S  L T D . 1,346,700株 8.41％
フ ォ ル ソ ム 　 夕 起 子 1,040,000株 6.50％
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 
LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 765,000株 4.78％
株 式 会 社 B I R D E X 394,800株 2.47％
株式会社日本カストディ銀行（信託E口） 308,200株 1.93％
清 板 大 亮 270,700株 1.69％
前 波 範 彦 260,700株 1.63％
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 200,000株 1.25％

株式の種類及び数 交付された者の人数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）
当社普通株式

7,500株
３名

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2025年３月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を275,154株所有しておりますが、上記大株主から除外しております。なお、
275,154株には「株式給付信託（J-ESOP）」制度の導入に伴う株式会社カストディ銀行（信託E口）
が保有する308,200株は含めておりません。

２. 持株比率は、小数点第三位を四捨五入して表示しております。
３. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注） 当社の株式報酬の内容につきましては、「⑴会社役員の状況　⑤役員報酬等の内容の決定に関する方
針等」に記載しております。



⑵　新株予約権等の状況
①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。
②　当期中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

支 払 額
公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 42百万円
非監査業務に基づく報酬 －百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 42百万円

⑶　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当期に係る会計監査人の
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積り
の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第１項及び第３項の
同意を行っております。

③　非監査業務の内容
該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場
合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、
会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。



⑷　業務の適正を確保するための体制等及び運用状況の概要
①　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

１）当社及び当社子会社（以下「ＡＲＭグループ」という）の取締役及び使用人の職務の執行
が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．ＡＲＭグループの取締役及び使用人は、法令遵守は当然のこととして、高い倫理観に
基づき誠実に行動することが求められる。ＡＲＭグループにおける企業倫理は、企業
理念、経営方針及び行動指針等に定める。

ロ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、事業が適正かつ効率的に運
営されることを確保するため、取締役及び使用人が実践すべき行動の基準を定めた規
程等を整備し、その周知と運用の徹底を行う体制を構築する。

ハ．内部通報制度の利用を促進し、ＡＲＭグループにおける法令違反、企業倫理に反する
行為又はその恐れのある事実の早期発見、対策及び再発防止に努める。

ニ．取締役会は、定期的に取締役から職務執行状況等の報告を受け、業務の適正確保に課
題のある際は速やかに対策を講ずる。

ホ．反社会的勢力による不当要求等への対応を定めるとともに、警察等の外部専門機関と
緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。

ヘ．内部監査部門は、各部門の業務執行状況を監査し、その結果を取締役社長に報告する
ものとする。被監査部門は、是正及び改善の必要があるときには、速やかに対策を講
ずる。

ト．上記のほか、内部統制が有効に機能するための体制を検討し、適宜実施する。

２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役の職務の執行に係る情報は、文書化（電磁的記録を含む）のうえ、経営判断等

に用いた関連資料と共に保存する。文書の保管については文書保管部署を定め、関連
資料と共に適切な方法、かつ、検索容易な状態で、確実に保存・管理することとす
る。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査等委員会等から要請があった場合
に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。



３）ＡＲＭグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識し、評価する仕組みを構築・整備する。
ロ．経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生する恐れが生じた場合、対

応を迅速に行うとともに全社的かつ必要であれば企業グループとしての再発防止策を
講ずる。

ハ．経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応方針及びリスク管理の観点から重要な事項
については十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会及び監査等委
員会において報告する。

ニ．上記のほか、より全社的なリスク管理体制を検討し、適宜実施する。

４）ＡＲＭグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役会は、取締役会が定める経営機構及び職務分掌に基づき、取締役会において選
任される執行役員に業務の執行を行わせる。

ロ．取締役会は、ＡＲＭグループの効率的な事業運営と経営の監視・監督体制の整備を行
う。

ハ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を定期的に開
催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

ニ．ＡＲＭグループの事業活動の総合調整、業務執行に関する意思統一及び事業部におけ
る重要な意思決定を機動的に行うため、ＡＲＭグループの適切な会議体を設置し、開
催する。

ホ．連結ベースの事業計画に基づき、ＡＲＭグループの予算期間における計数的目標を明
示し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて
所期の業績目標の達成を図る。

ヘ．ＡＲＭグループの経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能する
ための体制を検討し、適宜実施する。

５）ＡＲＭグループにおける業務の適正を確保するための体制
イ．ＡＲＭグループ各社は、ＡＲＭグループの企業倫理に従い、自社の諸規程を定める。
ロ．ＡＲＭグループに属する会社間の取引は、関係法令・企業会計原則その他の社会規範

に照らし適切に行う。



ハ．ＡＲＭグループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、ＡＲＭグループ
各社の経営管理に関する規程を定め、これに基づいて子会社管理を行うものとする。
また、子会社の営業状況の進捗を管理するとともに、ＡＲＭグループとして機動的な
意思決定と戦略の調整を行うため、定期的なレビューを行う。

ニ．ＡＲＭグループにおける経営の健全性の向上及び業務の適正の確保のために必要なと
きは、子会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とするほか、
特に重要な事項については当社での審議及び取締役会への付議を行う。

ホ．内部監査部門は、ＡＲＭグループ各社の法令及び定款、規程の遵守体制についての監
査を実施又は統括し、ＡＲＭグループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性
を確保する。

ヘ．ＡＲＭグループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用の
ある法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。

ト．ＡＲＭグループにおける業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及
び標準化に努めるとともに、一層の統制強化を図る。

６）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性
に関する事項
イ．実効的な監査等委員会監査を行うためにその職務を補助する人員、組織の設置を監査

等委員会から要請された場合には、監査等委員会との協議により定めるものとする。
ロ．監査等委員会の職務を補助する使用人の人事については監査等委員会の同意を得る。

また、監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の指揮命令に従う。

７）ＡＲＭグループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が当社の監査
等委員会に報告するための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
イ．ＡＲＭグループ各社の取締役社長は、当社の監査等委員に対し取締役会等重要な会議
への出席の機会を提供する。

ロ．ＡＲＭグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、当社の
監査等委員会に対し事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査部門は内部監
査の結果等を報告する。



ハ．ＡＲＭグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、法令・
定款違反及び不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った
ときには、速やかに監査等委員会に報告するものとし、その対応策等について、必要
に応じ取締役会にて報告、協議するものとする。

８）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．ＡＲＭグループ各社の取締役社長は定期的に当社の監査等委員と情報交換を行う。
ロ．ＡＲＭグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、当社の
監査等委員会の求めに応じ、職務執行状況を当社の監査等委員会に報告し、その職務
に係る資料を開示する。

ハ．ＡＲＭグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、上記のほか、当社の
監査等委員会の監査が実効的に行われるよう協力する。

９）上記７）を報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
　監査等委員会へ報告を行ったＡＲＭグループの取締役（監査等委員である取締役を除
く。）及び使用人等は、当該報告を行ったことを理由に不利な取扱いを受けることはな
い。

10）監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員の職務の執行において生ずる費用は、その費用を会社が負担する。

②　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

１）取締役の職務執行
当期において取締役会を14回開催し、経営戦略、事業計画、組織変更、主要人事等の

重要事項の審議及び意思決定並びに取締役の職務執行の監督を行っております。また、執
行役員制度の下、経営責任と業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲により業務執



行の迅速化を図り、業務執行の状況については定期的に取締役会に報告しております。
取締役会その他の重要な会議の意思決定に係る会議資料や議事録等については、法令、

定款及び社内規程に基づき、適切に保存及び管理しております。

２）監査等委員会の職務執行
当期において監査等委員会を10回開催し、監査等委員は、監査等委員会が定めた監査
計画に従い、取締役会やその他必要に応じ重要な会議に出席するほか、稟議書閲覧等によ
り業務執行状況を把握し、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行うこと等
により、監査等委員会による取締役の職務執行の監査の実効性向上を図っております。

３）リスク管理体制
「リスク管理規程」及び「リスク管理マニュアル」においてリスクの管理体制及び報告

のプロセス等を定め、当社が抱える各種リスクを統合的・組織的に管理する体制を整備し
ております。具体的には、「リスク管理委員会」（当期は２回開催）にて決定する年度活
動計画に基づき、リスクマネジメントタスクフォースが全社的な視点からリスクの管理と
評価を行い、リスク管理に関する重大な問題を認識した場合には、速やかに代表取締役社
長に報告するとともに、遅滞なく取締役会にその旨を報告するものとし、リスク管理の状
況について各事業年度に１回、取締役会に報告しております。
また、当社は巨大地震を想定し、安否確認サービスを利用した安否報告訓練を実施する

等、使用人の状況を確認するとともに、事業継続管理の高度化を進めております。

４）コンプライアンス体制
「コンプライアンス管理規程」を制定し、法令、定款及び社内諸規程等の遵守は当然の
こととして、企業理念及び行動指針に定められた企業倫理に基づき誠実に行動すること
を、取締役及び使用人に周知徹底しております。また、内部者取引防止等の研修を適宜実
施してコンプライアンス強化に努めるとともに、コンプライアンスに抵触する事案の社内
通報制度として相談窓口を社内外に設置し、事案の早期把握と速やかな対応を図るととも
に、内部通報者の保護にも十分配慮した運用体制を構築しております。



５）反社会的勢力排除に関する取り組み
「反社会的勢力対応マニュアル」において「反社会的勢力への対応方針」を定め、反社
会的勢力との一切の関係遮断、不当要求に対する法的対応、裏取引や資金的提供の禁止等
を徹底しております。また、万が一何らかの問題が生じた場合は、速やかに警察、暴力追
放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を図り、組織全体として対応
する体制を構築しております。

６）内部監査体制
内部統制システムの整備及び運用状況を検証・評価するために、業務執行ラインから独

立した代表取締役社長直下の組織として内部監査部門を設置しております。内部監査部門
は、ＡＲＭグループの財務報告に係る内部統制評価、情報セキュリティ・個人情報保護及
びリスク管理に関する内部監査を主な業務としており、その監査結果を代表取締役社長に
報告しております。また、監査等委員会及び会計監査人との連携を図ることにより、内部
監査の効率的な実施に努めております。



 

 

 

 

第 27期 事業報告の附属明細書 

 

2024年 4月 1 日から 

2025年 3月 31日まで 

 

 

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 

代表取締役社長 鳥 越 慎 二 

  



１．会社役員の他の会社の業務執行取締役等との兼職状況の明細 

事業報告「会社役員の状況」に記載のとおりであります。 

 

２． 親会社等との間の取引に関する事項 

 該当事項はありません。 































































独立監査人の監査報告書

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 長 島 拓 也
指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 宮 澤 達 也

2025年５月22日
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

取　締　役　会　　御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
　　　　東　京　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社アドバンテッジリスクマネジメ

ントの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社アドバンテッジリスクマネジメント及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告



当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。



・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連
結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以　上



独立監査人の監査報告書

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 長 島 拓 也
指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 宮 澤 達 也

2025年５月22日
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

取　締　役　会　　御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
　　　　東　京　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社アドバンテッジリスクマ

ネジメントの2024年4月1日から2025年3月31日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告



当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。



・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

　以　上



監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第２７期事業年度にお
ける取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会
決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、 重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な稟議書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査い
たしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 32 －



２．監査の結果
(1)  事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

(2)  計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)  連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月23日
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント　監査等委員会

常 勤 監 査 等 委 員 松 田 竹 生 ㊞
監 査 等 委 員 寺 原 真 希 子 ㊞
監 査 等 委 員 須 田 宏 一 ㊞

　
（注）監査等委員全員は会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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